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��　1月6日から30日まで、福祉

部子育て担当（「ゆとろ」内・西

町）へ。

��������　1月6日から30

日まで、直接ふとみ保育所へ　

　なお、常設保育所は、世帯内で

課税のある方の世帯全員の平成15

年分所得税、平成15年度分町民税

額を証明する書類が必要です。

（保育料は課税状況により決定し

ます。）
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　1月6日から30日まで、直接各保

育所へ。

▼����������	


������～通年開設。月～金

曜の7時30分～18時30分（土曜は12

時30分まで。特別な事情のある場
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合は18時30分まで）。６カ月児か

ら５歳児まで（東保育所は２歳児

から５歳児）。

������～4月から11月まで

開設（必要に応じて変更）。月～金

曜の8時30分～17時（土曜は12時ま

で）。３歳児から５歳児。

�������～通年開設。月～

金曜の8時30分～17時（土曜は12時

まで）。２歳児から５歳児。
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▼�����就労などのため入所

させる必要があり、集団保育や毎

日の通所が可能な、平成12年4月１

日以前に生まれた児童。
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　「産後休暇・育児休業」明けに入

所を希望する方（年度途中の入所

希望者）は、出産前から入所の予

約ができます。
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　保護者のパート就労（週３日以

内）や傷病などにより、家庭で保

　��������	
��

　　��������	


　季節保育所は平成１７年３月

３１日をもって、西保育所および

東保育所に統合いたします。
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▼������１月１４日（水）

　19時・北季節保育所（六軒町）
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▼�����　１月１5日（木）

　19時・南季節保育所（樺戸町）
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育ができない児童を一時的に保育

所で預かります。

　保育料などの詳細は、直接ふと

み保育所（�６－２３５３）へ。

����　福祉部子育て担当（「ゆ

とろ」内・�３－３０２４）

　NHK学園は、どこでも誰でも学

べる全国を一学区とする広域通信

制の高等学校や、福祉の専門職を

養成する社会福祉士養成過程など

を開設しています。

　案内書など必要な方は、下記へ

お問い合わせください。

����������	

ＮＨＫ学園（�186－8001東京都国

立市富士見台2－36・�042－572－

3151／ホームページhttp://www.nhk-

gaku.ac.jp/n-gaku)
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　町保健衛生会では、ダンボール

箱を使って、生ごみを堆肥に変え

る方法を学ぶ講習会を開催します。

　食生活から出た生ごみを大地に

返し、有効に利用しましょう。参

加を希望する方は、電話で申し込

みください。（参加費は無料）
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▼��　２月１０日（火）　１３時３０分

▼��　西当別コミセン（太美町）

����

▼��　２月１２日（木）　１３時３０分

▼��　ゆとろ（西町）

▼�����　環境対策課環境対

策係（�３－２５０３）

　当別消防署では、次

のとおり「出初式」を

行います。

����１月７日（水）１１時

����総合体育館（白樺町）

���������

　すでに広報１０月号
でお知らせしていますが、１月１日
から当別町畜犬取締条例の一部が
改正され、道路、公園などの公の
場所や他人の所有地を犬の糞で汚
染した場合、飼育者の責任を明確
にし、罰則規定が適用されます。
  犬の糞を適切に処理すること
は、飼い主の基本的なマナーで
す。正しく飼育しましょう。 
　 なお、罰則内容など不明な点は
問い合わせください。
▼���　環境対策課環境対策係
（�３－２５０３）
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給
与
所
得
者
や
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、

源
泉
税
額
が
あ
り�
�
�
�
�
�
�
�
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次
の
方
。
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�
平
成　

年
中
の
収
入
額
な
ど
を
証
明
で

1５

　

き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）

�
印
鑑

�
申
告
者
の
振
込
み
金
融
機
関
と
口
座
番
号

�
控
除
に
必
要
な
書
類　

　
�
平
成　

年
中
に
支
払
っ
た
生
命
保
険

15

　

料
控
除
証
明
書
･
損
害
保
険
料
控
除
証

　

明
書

　
�
国
保
税
、
他
の
健
康
保
険
料
、
国
民
年

　

金
な
ど
の
納
付
済
確
認
通
知
書
や
領
収
書
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本
人
、
ま
た
は
本
人
と
生
計
を
同
一
に

す
る
配
偶
者
や
そ
の
他
の
親
族
の
た
め
に
、

「　

万
円
」
ま
た
は
「
所
得
金
額
の
合
計
の

10
5
％
」
で
少
な
い
方
の
金
額
を
越
え
た
医
療

費
を
支
払
っ
た
場
合
。
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医
療
費
等
の
領
収
書
・
保
険
金
な
ど
で
補

て
ん
さ
れ
る
金
額
が
わ
か
る
も
の
・
医
療
費

控
除
の
明
細
書
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一
定
の
用
件
が
あ
り
ま
す
が
、
ロ
ー
ン

等
を
利
用
し
て
住
宅
を
新
築
・
購
入
・
改
築

し
た
方
は
、
還
付
申
告
を
す
る
こ
と
に
よ

り
「
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
」
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

平
成　

年
中
に
居
住
を
始
め
た
場
合
は
、

15

居
住
し
た
日
か
ら　

年
間
の
所
得
税
が
軽

10

減
さ
れ
ま
す
。

　

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
1
年
目
に
還
付
申
告

す
る
と
、
2
年
目
以
降
は
年
末
調
整
で
控

除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

�
�
�
�
�

　

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年
末

残
高
等
証
明
書
・
売
買
契
約
書
の
写
し
・
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
の
計
算
明
細
書

　

こ
の
ほ
か
、
新
築
の
場
合
は
登
記
簿
謄

（
抄
）
本
・
住
民
票
の
写
し
、
増
改
築
の
場

合
は
さ
ら
に
増
改
築
等
工
事
証
明
書
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
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申
告
書
に
住
所
･
氏
名
な
ど
を
記
入
し
、

添
付
書
類
を
整
理
（
医
療
費
控
除
を
受
け
る

方
は
、
医
療
費
明
細
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
領
収
書
を
添
付
）
の
上
窓
口
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
還
付
申
告
は
、
3
月
に
入
る
と
役
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税
務
課
税
務
係

（�
0
1
3
3
2
―
3
―
2
3
3
2
）

場
の
税
務
担
当
窓
口
や
税
務
署
が
混
雑

し
、
申
告
手
続
き
に
時
間
が
か
か
り
ま

す
の
で
、
早
め
に
手
続
き
を
済
ま
せ
ま

し
ょ
う
。
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　給与･報酬・利子・配当などの支払者は、支払先の住
所・氏名・支払金額などを記載した「法定調書」を提出
しなければなりません。
　「法定調書」は平成１５年分を取りまとめて提出するもので、
提出期限等は利子・配当などの一部を除き次のとおりです。
����　２月２日（月）
��������	

�報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書
�不動産の使用料などの支払調書
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※給与所得者の源泉
　徴収票と給与支払
　報告書も併せて提
　出してください。
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